
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  施行日をまたぐサービスの消費税の取扱い          

Ｑ：当社は、事務機器の保守サービスを行

っています。料金は年契約になっており、毎

月20日で締めて月末に請求していますが、消

費税の施行日をまたぐ期間のサービスについ

ては、どのような取扱いをすればいいのでし

ょうか？ 

                                              

Ａ：４月20日における税率(８％)が適用さ

れることになります。 

【解説】 

お尋ねは、３月21日から４月20日までのサ

ービスについては、８％の消費税率が適用さ

れるのか、それとも３月21日から３月31日ま

での分は５％、４月１日から４月20日までの

分は８％というように日割り計算をするのか

ということだろうと思います。 

このような場合は、１か月分の料金を日割

り計算する等により、３月21日から３月31日

までの期間に相当する金額を計算することも

可能ですが、ご照会のような取引は、毎月20

日締めとしている１か月分の計算期間が１の

取引単位と認められることから、日割り計算

せず、その取引単位ごとに計算することにな

ります。 

したがってこのような場合は、月ごとに役

務提供が完了するものと考えられますことか

ら、平成26年３月31日から４月31日までの役

務提供については、その役務提供の完了した

日である４月20日における税率(８％)が適用

されることとなります。 
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